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　様

介護予防支援等業務実施のお知らせ

当事業者は，永山地域包括支援センターから委託を受けた介護予防支援等業務を，誠実に責任を持って行います。

担当職員及び連絡先等は，次のとおりです。

〔業務を実施する指定居宅介護支援事業者に関する情報〕

	支援事業者（法人名）

代表者職氏名



	指定居宅介護支援事業所の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定居宅介護支援事業所の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電　話　　　　　　　　　　ＦＡＸ

（事業所番号：北海道知事指定第　　　　　　　　　　　号）


〇担当職員

　　あなたを担当する職員は，次のとおりです。

ご不明な点やご要望などがありましたら，何でもお申し出ください。

氏名：　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号）：０１６６－　　　　　－　　　　　

〇業務の実施

　　当事業者は，あなたが地域包括支援センターと契約した業務を担当し，介護
予防サービス計画等の作成のほか，介護予防サービス計画等作成後も必要な援
助を行ないます。

〇利用料金のご案内
	サービス内容
	金　　額

	介護予防支援・第１号介護予防支援（１月につき）
	４,４２０ 円

	初回加算
	３,０００ 円

	委託連携加算
	３,０００ 円

	介護職員等処遇改善加算
	　　２.１ ％

	【根拠法令通知等】
・指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告知第129号）
・旭川市第１号事業実施要綱


※ 介護予防支援又は第１号介護予防支援事業のサービスは，介護保険制度から全額給付されるので，あなたの自己負担はありません。
※ 介護保険適用の場合でも，あなたの保険料の滞納等により，地域包括支援センターに直接保険給付等が行われない場合があります。その場合，あなたには，上記の利用料をお支払いいただきます。

〇サービスの終了

あなたの都合によりサービスの利用を終了する場合は，サービスの終了を希
望する日の10日前までに，次の連絡先（又は担当職員の連絡先）又は地域包
括支援センターまでご連絡ください。

　　連　絡　先　名　称 ：

連絡先（電話番号） ：０１６６－　　－　　　　　

又は

　　連絡先名称：永山地域包括支援センター

連絡先（電話番号） ：０１６６－４０－２３２３　　　　　

〇事故発生時等の対応

サービスの提供により事故が発生した場合には，速やかにあなたの家族，地
域包括支援センター，旭川市に連絡を行うとともに，必要な措置を講じます。

あなたに対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には，
速やかに損害賠償を行ないます。ただし，その損害のうち，あなたやあなたの家族の原因により発生したものについては，この限りではありません。

〇苦情相談窓口

　　当事業所が設置する苦情相談窓口は，次のとおりです。当事業所が提供した
サービスに関する苦情だけでなく，当事業所が作成した介護予防サービス計画等に位置付けたサービスに関する苦情も，遠慮なくお申し出ください。

・窓口設置場所　
担当者：

連絡先（電話番号） ：０１６６－　　－　　　　　

あなたが利用するサービスに関する苦情は，次の機関にも申し立てることが
できます。

・苦情受付機関連絡先（電話番号）

　永山地域包括支援センター　　　　　　電話：０１６６－４０－２３２３
北海道国民健康保険団体連合会        電話：０１１－２３１－５１６１

旭川市福祉安心部長寿社会課　　　　　電話：０１６６－２５－５２７３

旭川市福祉安心部介護保険課　　　　　電話：０１６６－２５－６４８５
